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木本建興株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 
  

当社は、本日開催の取締役会において、木本建興株式会社の全株式を取得し、同社を子会社化することを

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株式取得の理由 

当社グループは、環境事業、建設事業及び環境エンジニアリング事業を営み、再開発等の都市更新を

下支えし、将来を先取りした企業を目指して、事業活動を行っております。建設事業においては昭和50

年の設立以来、舗装工事を中心に東京都内で事業を拡大してまいりました。持続可能な企業とすべく人

材採用・育成に積極的に取り組み、マーケットの拡大、広域的な事業展開を進めています。 

このような背景の下、当社グループは、2024年９月期の経営方針として、建設事業では工種の多角化

や請負工事の大型化を重要施策の１つとして取り組んでまいりました。東京都23区と東京都多摩地域に

おける既存事業の成長を図るとともに、事業承継などの機会を通じたM＆A戦略による東京都以外の首都

圏への地域拡大を目指しております。このたび、神奈川県において大型の水道工事を多く手掛けている

木本建興株式会社（以下、木本建興）と協業の機会を得て、株式を取得（子会社化）することといたし

ました。 

木本建興は、昭和52年より相模原市において、官公庁から請け負う土木工事業、水道工事業、建築工

事業を中心に東京都や神奈川県で事業を展開しています。長年、多数の水道工事の実績や特定の工種に

秀でた施工能力の高さを有しており、会社設立以来確固たる信用を築いております。 

当社は、木本建興の子会社化により神奈川県での事業展開及びグループ全体での技術交流や相互支援

体制の充実を図り、また当社の経営リソースや人的資源を投じることにより、同社の事業基盤をより確

固なものとし、当社グループ全体で収益力を高め、企業価値の向上を目指してまいります。 

 

2. 株式を取得する会社の概要（2024年１月29日現在） 

（１）名称 木本建興株式会社 

（２）所在地 神奈川県相模原市中央区中央３－３－15 

（３）代表者の役職・

氏名 

代表取締役 平田 江一 

（４）事業内容 土木工事業、建築工事業、水道工事業 

（５）資本金 35,000千円 

（６）設立年月日 昭和52年７月 

（７）大株主及び持株

比率 

平田 江一  57.1％ 

平田 千恵子 42.9％ 
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（８）上場会社と当該

会社との間の関係 

資本関係 当該事項はありません。 

人的関係 当該事項はありません。 

取引関係 当該事項はありません。 

（９）当該会社の最近

３年間の経営成績及び

財政状態 

決 算 期 2021年６月期 2022年６月期 2023年６月期 

純 資 産 257,602千円 315,081千円 317,899千円 

総 資 産 1,036,246千円 1,235,381千円 1,056,422千円 

1 株 当 た り 純 資 産 418,839円 515,254円 454,142円 

売 上 高 1,207,185千円 1,069,772千円 1,053,497千円 

営 業 利 益 32,438千円 41,436千円 -180,339千円 

経 常 利 益 29,024千円 29,887千円 1,873千円 

当 期 純 利 益 23,540千円 23,286千円 2,818千円 

１株当たり当期純利益 39,234円 38,081円 4,025円  

１ 株 当 た り 配 当 金 - - - 

（注）上記の経営成績等については、監査法人等による監査を実施しておりません。なお、過年度の経営成

績の修正等により、行政への届出が必要となる場合がございます。 

 

3. 株式取得の相手先の概要  

（１）氏名 平田 江一、平田 千恵子 

（２）住所 東京都世田谷区 

（３）上場会社と当該個人との間の関係 当社と当該個人との間では、記載すべき資本関係・人

的関係・取引関係はありません。 

 

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の保有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数 ０株 

（議決権の数：０個） 

（議決権所有割合：０％） 

（２）取得株式数 700株 

（議決権の数：700個） 

（３）取得価額 譲渡代金に関連する情報については、秘密保持条項を

株式譲渡契約において定めていることから、取得価格

の開示は控えさせていただきます。取得価額の算定に

あたっては、公平性･妥当性を確保するため、第三者算

定機関による株式価値の算定結果を総合的に勘案して

決定しております。 

（４）異動後の所有株式数 700株 

（議決権の数：700個） 

（議決権所有割合：100％） 

 

5. 日程 

（１） 取締役会 決議日 2024年１月29日 

（２） 株式譲渡契約締結日 2024年１月29日 

（３） 株式譲渡実行日 2024年２月９日 
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6. 今後の見通し 

本件による当社連結業績における影響については、現在精査中であります。なお、今後、業績予想の修

正等、開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。 

以上 


